
 東京都社会保険労務士会 
 

厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業委託業務（市場化テストモデル事業）の実施状況について 
【東京地区：平成１７年６月実績報告】      

 
１．対象地区：港社会保険事務所、渋谷社会保険事務所、足立社会保険事務所管轄地域（港区、渋谷区、足立区） 
２．事業概要 
 （未適用事業所の把握業務） 
  ①ＮＴＴタウンページ情報の活用により事業所情報を取得し、社会保険オンラインシステム（ＷＭ）による適用事業所か否かの確認。 
  ②会員より報告があった適用対象事業所の把握。 
 （加入促進業務） 
  ③巡回説明の実施。       

    ３．適用促進実施状況 

区  分 
①目視・WM 等によ
る確認を行った事
業所数 

②①による確認を行
ったうち適用対象
事業所数 

③会員より報告があ
った適用促進対象
事業所数 

④適用促進対象事業
所数(②＋③) 

⑤巡回説明を実施し
た事業所数 

⑥適用となった事業
所数 

⑦適用となった被保
険者数 

港 地 区 
     件 

６２４ 
     件 

１９１ 
     件 

１１ 
     件 

２０２ 
（  １６ ）件

１１ 
     件 

２ 
     人 

６ 

渋谷地区 
 

３３８ 
 

５６ 
 
６ 

 
６２ 

（  ７ ） 

６ ０ 
 
０ 

足立地区 
 

３５２ 
 

５６ 
 
０ 

 
５６ 

（  ０ ） 

０ 
 
０ ０ 

合  計 
１，３１４ ３０３   １７   ３２０ 

（  ２３ ） 

１７ ２ ６ 
 

〔記入上の注意事項等〕 
１．①欄は、適用促進対象事業所の選定にあたって、目視・ＷＭ等による確認を行った事業所数。 
２．②欄は、①欄の目視・ＷＭ等による確認を行った事業所数のうち適用促進対象事業所数。 
３．③欄は、会員より報告があった適用促進対象事業所数。 
４．④欄は、②欄の目視・ＷＭ等による確認を行った事業所数のうち適用促進対象事業所数及び会員から報告があった適用促進対象事業所数。 
５．⑤欄は、社会保険労務士等により巡回説明を実施した事業所数（訪問数：事業主不在等を含む。）。また、（  ）内は、実際に加入勧奨（説明）を実施し
た事業所数を再掲。なお、１事業所に対して複数回実施（訪問）した場合は、１回につき１事業所として計上。 

６．⑥欄は、加入勧奨を実施した事業所のうち、適用に至った（新規適用の事務処理を行った）事業所数。 
７．⑦欄は、⑥欄に計上した事業所に係る新規適用時の被保険者数。- 



株式会社アイ・シー・アール 
 

厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進事業委託業務（市場化テストモデル事業）の実施状況について 
【福岡地区：平成１７年６月実績報告】 

 
１．対象地区：福岡社会保険事務局管内のうち南福岡社会保険事務所及び久留米社会保険事務所の管轄地域（以下、当該報告書において、「A

地区：福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡」「B 地区：久留米市」「C 地区：甘木市、筑紫野市、朝倉郡」「D 地区：

八女市、筑後市、大川市、小郡市、浮羽郡、三井郡、三瀬郡、八女郡」とする。） 
 
２．事業概要 
〔未適用事業所の把握業務〕 

①NTT タウンページ情報の活用により事業所情報を取得し、社会保険オンラインシステム（WM）による適用事業所か否かの確認。 
②事業所への現況照会文書の送付。 
③事業所への電話による現況等の確認。 

〔加入促進業務〕 
④巡回説明の実施。 

 
３．適用促進実施状況 

区   分 ①．WM による確
認事業所数 

②．文書送付事業
所数 

③．電話聴取事業
所数 

④．巡回説明事業
所数 

⑤．適用となった
事業所数 

⑥．適用となった
被保険者数 

A 地区 １１１ 
（  ５０  ） 

５０ 
（  ５０  ） 

４１ 
（  ４１  ） 

２５ 
（  ２５  ） 

０ ０ 

B 地区 ６０ 
（  １６  ） 

１６ 
（  １６  ） 

１４ 
（  １４  ） 

９ 
（   ９   ） 

０ ０ 

C 地区 ３４ 
（  １４  ） 

１４ 
（  １４  ） 

０ 
（   ０   ） 

０ 
（   ０   ） 

０ ０ 

D 地区 ２５ 
（  １１  ） 

１１ 
（  １１  ） 

０ 
（   ０   ） 

０ 
（   ０   ） 

０ ０ 

合  計 ２３０ 
（  ９１  ） 

９１ 
（  ９１  ） 

５５ 
（  ５５  ） 

３４ 
（  ３４  ） 

０ ０ 

   注１：①欄の（    ）内は、WM による確認を行った事業所のうち適用済であることが確認できなかった事業所数。 
注２：②欄、③欄、④欄の事業所数は当月に実施した延べ事業所数。なお、（   ）内は、当月に実施した実事業所数。 
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